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は
じ
め
に

『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
〇
号
～
二
五
号
で
は
広
橋
綱
光
（
一
四

三
一
―
七
七
（
の
文
安
三
年
（
一
四
四
六
（
か
ら
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
（
ま
で

の
暦
記
の
翻
刻
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
二
六
号
よ
り
再
び
時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
、
日

次
記
の
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。
今
号
で
は
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
（
四
月
記
、
宝
徳

三
年
（
一
四
五
一
（
正
月
記
を
翻
刻
す
る
。
本
記
の
概
略
に
つ
い
て
は
二
〇
号
を
参

照
さ
れ
た
い
。

こ
の
時
期
の
将
軍
は
足
利
義
政
、
天
皇
は
後
花
園
天
皇
、
院
は
文
安
四
年
に
尊
号

宣
下
を
受
け
た
伏
見
宮
貞
成
親
王
（
後
崇
光
院
。
文
安
五
年
尊
号
辞
退
（
で
あ
る
。

綱
光
は
享
徳
二
年
四
月
に
は
二
三
歳
、
正
四
位
下
左
中
弁
、
蔵
人
頭
に
昇
っ
て
い
る
。

ま
ず
享
徳
二
年
四
月
記
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
の
自
筆
本
『
綱
光
公
記   

自
享
徳
二
年
四
月
二
十
日
至
二
十
九
日
』（
Ｈ
六
三
─
六
六
七
（
を
底
本
と
し
た
。

題
箋
に
は
「
綱
光
公
記
〈
享
徳
二
年
四
月
廿
日
至
廿
九
日
　
首
欠
　
廿
日
首
欠
　
自

筆
本
　
壱
巻
　『
綴
合
も
と
の
ま
ゝ
』」
と
あ
る
。
本
記
は
消
息
な
ど
を
翻
し
て
記
し

て
い
る
。

現
在
確
認
で
き
る
四
月
記
の
冒
頭
は
前
欠
だ
が
、
内
容
か
ら
四
月
二
〇
日
条
と
判

断
さ
れ
る
。
公
卿
分
配
を
定
め
る
儀
と
二
二
日
の
賀
茂
祭
に
先
立
つ
祭
除
目
が
行
わ

れ
て
い
る
。
公
卿
分
配
は
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
形
式
化
し
て
い
る
が
、
年
中
の
定

例
の
儀
式
の
上
卿
（
担
当
公
卿
（
の
割
り
振
り
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
綱
光
は
参

議
の
不
参
に
よ
り
清
書
を
務
め
た
。
墨
の
擦
り
方
な
ど
、
作
法
を
詳
細
に
書
き
留
め

て
い
る
。
清
書
は
奏
聞
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
返
却
さ
れ
、
日
記
に
貼
り
継
が
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
見
る
と
全
体
を
綱
光
が
記
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
冒
頭
の

正
月
八
日
女
王
禄
、
一
四
日
射
礼
の
担
当
者
、
末
尾
の
日
付
「
享
徳
二
年
四
月
廿

日
」
の
「
廿
」
の
み
墨
が
や
や
濃
く
、
倉
卒
の
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
本
文
の
記
述
の

中
に
、
分
配
は
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
り
、
陣
座
で
は
「
自
女
王
禄
至
射
礼
」
と

「
廿
」
と
い
う
日
付
の
み
を
書
い
た
と
見
え
る
。
こ
の
日
記
の
記
述
と
実
際
の
文
書

の
対
応
が
見
ら
れ
興
味
深
い
。

こ
の
日
の
日
記
に
は
、
ほ
か
に
も
綱
光
の
日
記
作
成
過
程
が
感
じ
ら
れ
る
箇
所
が

あ
る
。
二
〇
日
条
は
二
二
日
以
降
の
日
記
に
比
べ
て
紙
が
大
き
い
。
特
に
冒
頭
三
紙

は
上
部
の
余
白
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
下
部
は
一
字
分
ほ
ど
失
わ
れ
て
い
る
。
本
来
も

う
少
し
大
き
な
紙
に
書
い
た
も
の
の
上
下
を
切
り
縮
め
て
日
記
に
貼
り
継
い
だ
の
で

史
料
紹
介綱

光
公
記
―
―
享
徳
二
年
四
月
記
・
宝
徳
三
年
正
月
記
―
―

遠
　
　
藤
　
　
珠
　
　
紀

須
　
　
田
　
　
牧
　
　
子

田
　
　
中
　
　
奈
　
　
保

桃
　
　
崎
　
　
有 

一 

郎



綱光公記（遠藤・須田・田中・桃崎）（11（）

あ
ろ
う
。
弁
官
と
し
て
の
行
動
を
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
後
世
に
伝
え
る
次
第
の
性

格
を
意
識
し
て
作
成
し
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
現
在
残
る
第
一
紙
は

四
行
分
、
第
二
紙
は
一
〇
行
分
と
短
く
、
そ
の
間
の
紙
継
ぎ
目
に
は
、
判
読
不
明
で

あ
る
が
文
字
が
見
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
第
一
紙
は
当
初
同
じ
紙
に
続
き
を
書
い
て

い
た
が
、
書
き
直
し
た
い
と
思
い
、
一
部
を
切
り
除
い
て
改
め
て
第
二
紙
を
貼
り
継

い
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
紙
背
文
書
を
見
る
と
、
第
一
紙
と
第
二
紙
は
同
じ
書
状
の
一

部
と
推
測
さ
れ
、
中
間
の
数
行
分
が
切
り
除
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の

先
に
も
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
本
文
二
三
行
目
（
翻
刻
で
は
一
一
七
頁
上
段

一
八
行
目
（
と
二
四
行
目
で
あ
る
。
二
三
行
目
は
「
歟
、
次
予
正
笏
」
と
始
ま
り
、

参
議
の
座
に
昇
っ
た
と
記
し
た
後
、
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
次
の
二
四
行
目
は

全
く
同
じ
「
歟
、
次
予
正
笏
」
と
始
ま
り
、
や
は
り
参
議
座
に
昇
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
る
が
、
そ
の
間
の
作
法
が
よ
り
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
綱
光
は
当
初
二
三
行
目

の
形
で
書
き
進
め
て
い
た
が
、
も
う
少
し
詳
し
く
書
き
た
い
と
思
い
直
し
、
二
二
行

目
末
尾
「
被
下
例
文
」
か
ら
続
く
よ
う
に
、
同
じ
書
き
出
し
で
始
め
て
、
詳
し
く
記

し
た
。
二
三
行
目
は
切
り
縮
め
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
忘
れ
て
そ
の
ま
ま
残
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
三
行
目
と
二
四
行
目
の
間
の
行
間
は
他
の
行
間

の
倍
以
上
、
ゆ
っ
た
り
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
切
り
縮
め
た
際
の
貼
継
の
の
り
し

ろ
を
意
識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
綱
光
の
推
敲
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

二
八
日
に
は
、
一
条
兼
良
に
か
わ
っ
て
右
大
臣
二
条
持
通
が
関
白
と
な
り
、
左
大

臣
鷹
司
房
平
は
超
越
さ
れ
た
。
綱
光
は
そ
の
理
由
を
「
一
代
御
中
絶
故
歟
」
と
推
し

量
り
つ
つ
、
不
適
当
な
こ
と
と
感
じ
て
い
る
。
房
平
の
父
冬
家
は
、
従
一
位
右
大
臣

ま
で
昇
っ
た
が
、
つ
い
に
摂
関
に
も
内
覧
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
文
安
四
年
、
一
条

兼
良
は
こ
の
中
絶
を
指
摘
し
て
自
ら
が
関
白
に
な
っ
て
い
る
（『
康
富
記
』
文
安
四

年
六
月
一
日
条
・
一
五
日
条
（。
今
回
も
同
じ
理
由
が
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
摂
家
の
存
続
が
必
ず
し
も
固
定
的
で
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
翌
宝
徳
元
年
一
一

月
二
一
日
、
右
大
臣
二
条
持
通
が
自
ら
を
超
え
て
関
白
を
望
ん
で
い
る
と
聞
い
た
房

平
は
、
そ
う
な
っ
た
ら
隠
居
す
る
と
抗
議
し
た
。
兼
良
・
近
衞
房
嗣
・
九
条
成
家
も

房
平
を
擁
護
し
た
。
五
年
前
で
は
あ
る
が
、
今
回
の
二
八
日
条
で
綱
光
が
「
去
々
年

歟
」
と
し
て
触
れ
て
い
る
件
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
「
公
家
御
沙
汰
」
と
い
い
、
後
花

園
天
皇
が
持
通
を
推
し
た
。
房
平
は
籠
居
し
、
今
回
も
鷹
司
家
と
同
流
の
近
衞
房
嗣

は
房
平
を
支
持
し
た
。
綱
光
を
通
じ
て
天
皇
に
抗
議
を
申
し
入
れ
、
具
体
的
内
容
は

不
明
だ
が
「
勅
答
」
を
得
て
い
る
。
一
方
、
兼
良
は
「
冷
然
」
と
い
う
。
室
町
殿
足

利
義
政
は
、
明
年
に
は
房
平
の
任
関
白
を
考
慮
す
る
と
い
い
、
綱
光
は
ほ
っ
と
し
て

い
る
。
た
だ
し
秋
に
義
政
が
大
将
に
任
じ
ら
れ
、
拝
賀
を
行
な
う
折
に
は
、
二
条
家

の
関
白
が
嘉
例
な
の
で
ま
た
持
通
を
還
任
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
義
政
の

約
束
通
り
、
翌
三
年
七
月
一
日
に
房
平
は
関
白
に
任
じ
ら
れ
る
。
義
政
の
任
大
将
は

享
徳
三
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
と
思
し
い
が
、
実
際
に
は
二
年
後
の
康
正
元
年
（
一

四
五
五
（
八
月
二
七
日
に
右
大
将
と
な
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
六
月
五
日
に
持
通
が
還

任
し
た
。
拝
賀
は
康
正
二
年
秋
七
月
二
五
日
で
あ
る
。
こ
れ
は
足
利
義
満
の
康
暦
元

年
（
一
三
七
九
（
七
月
二
五
日
の
例
に
倣
っ
た
と
い
う
（『
管
見
記
』
康
正
二
年
七

月
二
五
日
条
（。
こ
の
時
、
義
満
は
二
条
良
基
の
指
南
を
受
け
て
お
り
（『
後
深
心
院

関
白
記
』
康
暦
元
年
七
月
一
六
日
条
（、
義
政
も
こ
の
例
に
倣
っ
て
持
通
の
指
南
を

受
け
た
と
い
う
（『
管
見
記
』
康
正
二
年
七
月
二
五
日
条
（。
享
徳
二
年
の
こ
の
日

も
、
大
将
拝
賀
の
折
に
は
持
通
を
還
任
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
義
政

が
こ
の
時
点
か
ら
義
満
の
先
例
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

二
八
日
条
に
は
、
こ
の
時
の
勅
書
案
、
応
永
三
一
年
（
一
四
二
四
（
の
二
条
持
基

の
任
関
白
の
勅
書
案
、
そ
し
て
近
衛
道
嗣
が
息
子
の
近
衛
兼
嗣
の
関
白
を
願
っ
て
奏

上
し
た
正
月
一
九
日
付
の
申
状
案
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
道
嗣
の
申
状
は
、
右
大

臣
を
超
越
し
て
内
大
臣
を
関
白
に
、
と
い
う
内
容
で
、
内
大
臣
が
兼
嗣
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
る
。
兼
嗣
が
内
大
臣
だ
っ
た
期
間
で
正
月
が
含
ま
れ
る
の
は
永
和
二
年
（
一

三
七
六
（
～
四
年
の
間
で
、
関
白
は
九
条
忠
基
、
右
大
臣
は
二
条
師
嗣
で
あ
る
。
道

嗣
の
願
い
は
果
た
さ
れ
ず
、
康
暦
元
年
に
師
嗣
が
関
白
と
な
っ
た
。
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綱
光
が
「
凡
彼
御
家
門
御
躰
、
近
年
殊
散
々
御
事
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
房

平
の
頃
、
鷹
司
家
は
揺
ら
い
で
い
た
。
広
橋
家
に
と
っ
て
鷹
司
家
は
、
鎌
倉
時
代
以

来
仕
え
て
き
た
家
で
あ
り
、
綱
光
は
そ
の
凋
落
を
悲
し
ん
で
い
る
。

同
じ
く
二
八
日
に
は
別
当
局
が
危
篤
と
な
っ
た
。
別
当
局
は
嘉
吉
二
年
（
一
四
四

二
（、
後
花
園
天
皇
と
の
間
に
、
の
ち
の
後
土
御
門
天
皇
と
な
る
皇
子
を
産
ん
だ
女

性
で
あ
る
。
実
父
は
藤
原
孝
長
と
さ
れ
、
も
と
は
内
裏
の
命
婦
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
あ
ま
り
身
分
が
高
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
和
気
郷
成
の
猶
子
と
し
て
和
気

郷
子
を
名
乗
り
、
さ
ら
に
の
ち
、
和
気
保
宗
の
猶
子
と
な
っ
た
。
こ
の
四
月
二
八
日

に
は
、
今
夜
が
峠
と
言
わ
れ
て
い
る
別
当
局
だ
が
、
そ
の
後
回
復
し
た
。
息
後
土
御

門
の
即
位
に
伴
っ
て
大
炊
御
門
信
宗
の
猶
子
と
な
り
、
文
明
一
三
年
（
一
四
八
一
（

に
は
嘉
楽
門
院
の
女
院
号
を
宣
下
さ
れ
た
。
長
享
二
年
（
一
四
八
八
（、
七
八
歳
で

没
し
た
。

今
号
で
は
も
う
一
点
、
宝
徳
三
年
正
月
一
日
記
も
紹
介
す
る
。
三
三
号
・
三
四
号

で
四
月
二
〇
日
（
前
欠
（
条
～
九
月
記
の
一
巻
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の
後
、
個
人
蔵

の
史
料
の
中
に
正
月
一
日
一
紙
分
の
断
簡
が
見
い
だ
さ
れ
た
た
め
、
改
め
て
紹
介
し

た
い
。
本
記
は
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
（
七
月
一
一
日
～
一
六
日
の
間
明
二
行
の
具

注
暦
を
翻
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
端
裏
に
は
「
宝
徳
三
年
愚
記
自
正
月
一
日
至

四
月
十
四
日
　
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
本
来
は
四
月
一
四
日
ま
で
の
一
巻
が
存
在
し
た
。
内
容
は
新
年
の
家

中
の
祝
儀
の
様
子
で
あ
る
。
端
裏
に
は
「
拝
礼
事
　
小
朝
拝
事
　
叙
位
事
　
白
馬
節

会
事
　
除
目
事
　［
　
　
］
事
　
　
四
月
二
日
室
町
殿
矢
開
事
」
と
の
目
録
が
あ

り
、
失
わ
れ
た
記
事
の
内
容
が
窺
わ
れ
る
。
綱
光
は
蔵
人
右
少
弁
と
し
て
、
精
力
的

に
儀
式
に
参
仕
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
つ
目
の
項
目
は
破
損
に
よ
り
判
読
不
能

で
あ
る
が
、「
事
」
の
直
前
の
字
は
「
座
」
あ
る
い
は
「
産
」
の
可
能
性
が
あ
る
。 

四
月
一
日
の
旬
平
座
か
三
月
一
〇
日
の
室
町
殿
足
利
義
政
女
子
誕
生
の
記
事
と
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
綱
光
公
記 

自
宝
徳
三
年
四
月
二
十

日
至
九
月
四
日
』（
Ｈ
六
三
―
六
六
六
（
は
現
在
、
前
欠
で
あ
る
が
、
こ
の
端
裏
書

に
よ
り
元
来
は
四
月
一
五
日
条
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

末
筆
な
が
ら
、
調
査
・
翻
刻
を
御
許
可
下
さ
っ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
御
所

蔵
者
様
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
二
〇
Ｋ
〇
〇
九
三
三
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

【 

凡
　
例 

】

・
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
文
書
の
貼
り
継
ぎ
が
な
さ
れ
て
い
た
り
、
異
筆
の
場
合

は
、「
　
」
で
括
っ
て
示
し
た
。

・
文
字
は
お
お
む
ね
現
時
通
用
の
字
体
に
改
め
、
改
行
は
原
則
と
し
て
追
い
込
み
と

し
た
。
釼
・
躰
な
ど
一
部
は
そ
の
ま
ま
存
し
た
。
挿
入
符
に
よ
る
挿
入
箇
所
は
適

宜
本
文
中
に
追
い
込
み
と
し
た
。

・
本
文
に
は
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
加
え
た
。
尊
敬
を
表
す
闕
字
は
適
宜
存
し
た
。

・
欠
損
の
箇
所
は
お
よ
そ
の
字
数
を
計
っ
て
□
ま
た
は
0
1
2

で
示
し
た
。
抹
消

さ
れ
た
文
字
は
左
傍
に
〻
を
付
し
、
判
読
不
能
の
塗
抹
文
字
は
、
お
よ
そ
の
字
数

を
計
っ
て
■
ま
た
は

と
し
た
。
判
読
不
能
の
文
字
は
×⃞
で
示
し
た
。
ま
た

残
画
に
よ
り
文
字
が
推
定
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
文
字
を
□
の
中
に
示
し
た
。
繰

り
返
し
記
号
は
、
漢
字
は
「
々
」、
仮
名
は
「
ゝ
」
と
示
し
た
。

・
本
文
中
で
校
訂
に
よ
り
改
め
ら
れ
る
べ
き
文
字
や
加
え
ら
れ
る
べ
き
文
字
は

〔
　
　
〕、
人
名
注
な
ど
参
考
の
た
め
の
も
の
は
（
　
　
（
に
入
れ
傍
に
記
し
た
。

な
お
人
名
注
は
現
在
通
用
す
る
家
名
お
よ
び
名
を
用
い
、
各
月
の
初
出
時
に
示
し

た
（
例
え
ば
室
町
殿
は
足
利
三
春
あ
る
い
は
義
成
で
な
く
義
政
と
し
た
（。
入
道

し
た
者
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
法
名
を
示
し
、
続
い
て
俗
名
を
示
し
た
。

・
そ
の
他
、
適
宜
○
を
付
し
て
注
記
を
示
し
た
。
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（
享
徳
二
年
四
月
二
〇
日
） 

（
前
欠
（
硯
等
事
歟
、
外
記
唯
退
、
次
外
記
持
参
例
文
、
入
筥
、
六
位
外
記
持
硯
、 

置
参
木
座
前
、
次
以
官
人
召
予
、
々
正
笏
、
於
仙
仁
門
辺
目
上
卿
後
、
至
参
議 

座
上
一
揖
、
先
懸
右
膝
一
揖
候
、
次
上
卿
目
予
、
々
置
笏
、
右
、
摺
墨
、
乃
文
字
、

嘉（広
橋
兼
宣
（

慶
之
御
例〻所
也〻為
也
、
先
上
水
三
度
、
墨
取
様
如
何
、
其
躰袍
袖
ニ
テ

引
裹
墨

摺〻頭
、■

人
指
々
有
墨
面
、
長
高
指
・
大
指
ニ
テ
墨
ヲ
押
也
、
如
例
、
廿五反
計
摺
之
後
、
見
墨
摺
口
、
又
摺

也
、
今
度
不
見
摺
口
、
并
不

上
水
、
十
五
反
計
也
、
凡
任除目
人
多
時
、
墨
摺
程
百
余
反
摺
之
例
也
、
後
為
不
審
注

之
、
可
依
事
也
、
次
置
墨
於
筆
台
、
次
染
筆
二
管
、
如
本
置
筆
台
、
可
用
筆
、
頭
於

上
テ
置
筆
台
、
次

取
紙
、
於
座
前
巻
取
懸
紙
、
兼
書
■
儲
分
配
、
同
兼
入
硯
、
仍
取
続
紙

時
、
同
副
取
出
之
置
座
前
、
随
便
宜
也
、
次
巻
返
紙
、
座
下
如
恒
、
次

置
座
前
、
先
懸
紙
、
硯
ノ
下

方
ニ
横
ニ
置
之
、
次
所
書
儲
分
配
取
上
、
於
座
前
巻
返
、
染
筆
時
、
披
例
文
被
示

之
、
予
書
之
、
自
女
王
禄

至
射
礼
、
次
第〻書
月〻
日
、
廿
字
計
也
、
於
陣
書〻始終書
之
者
、
不
事〻此
限
、
勿
論
々
々
、

近
代
此
分
也
、
次
置
筆
、
如
元
巻
之
、
置
前
、
座
下
方
押
遣
硯
、
以
両
手
押
之
、
袍
袖
ニ

テ
両
手
ヲ
引
隠
也
、

次
取
笏
、
副
分
配
、
揖
起
座
、
進
上
卿
前
、
右
足
畳
外
、

左
足
畳
上
、
置
笏
於
座
下
、
乍
付
板
文
頭
少

下
ヲ
当

上
卿
座

前
也
、
進
公
卿
分
配
、
上
卿
取
之
、
置
前
取
笏
、
予
取
笏
、
左
廻
帰
着
座
、
先
突
左
膝
、

居
廻
也
、

次
上
卿
披
見
畢
、
取
笏
目
予
、
置
笏
引
寄
硯
、
如
初
、
次
揖
起
座
、
着
沓
、
又
一
揖
、 

左
廻
退
、
次
上
卿
召
官
人
召
予
、
々
撤
笏
進
軾
、
式
弓
場
、
為
雨

儀
間
、
経
柱
中
、
予
取
例
文
筥
、
参
台

盤
所
妻
戸
口
、
付
内
侍
奏
聞
、
内
覧
、
兼

申
免
也
、
則
被
返
下
間
出
陣
、
仰
云
、
御
覧
シ
ツ
、
上

卿
微
唯
、
予
自
懐
中
取
出
小
折
紙
、
授
上
卿
、
次
予
退
、
次
上
卿
召
官
人
召
外
記
、

被
下
例
文
歟
、
次
予
正
笏
参
進
、
如
初
昇
参
木
座
　
　
　 

歟
、
次
予
正
笏
不
伺
目
、
兼
雖
無
召
可

進
由
、
上
卿
教
命
也
、
参
進
、
着
第
一
参
木
座
、
如
初
、
弁
□
着

第
□
座
者
例
也
、
次
上
卿
被

気
色
、
予
置
笏
、
押
遣
硯
如
初
、
取
笏
、
揖
起
座
、
進
上
卿
前
、
上
卿
給
小
折
紙
、

予
置
笏
座
下
、
取
之
、
少
披
見
懐
中
、
取
笏
、
復
座
、
如
初
、
次
置
笏
、
取
出
小
折

紙
、
置
硯
右〻左
方〻方
、引
寄
硯
、
如
初
、
但
今
度
不
摺
墨
、
不
多
任
人
上
、
以
前
摺
之
、
為
早
速
、
可
有
何
難
哉
、

以
前
引
寄
硯
事
如
何
、
不
摺
墨
上
者
、
猶
不
可
及
引
寄
歟
、
為
臨
期
事
間
、
不
勘

見
、
先
規
進
退
畢
、
後
日
可

尋
決
也
、
猶
不
可
引
寄
歟
、　
次
取
折
堺
巻
返
、
宿
紙
三
枚
入
之
間
、
取
出
一
枚

□
之
、
座
下
方
巻
返
、
無
懸
紙
、
先
書
奏
任
武
官
、
次

書
女
官
畢
、
取
女
官
、
巻
籠
奏
任
武
官
、
懐
中
小
折
紙
、
取
副
笏
、
揖
起
座
、
進
上

卿
前
、
如
初
、
先
進
除
目
、
次
自
懐
中
取
出
小
折
紙
、
置
笏
如
初
、
進
上
卿
、
々
々
置
前
取

笏
、 

予
同
取
笏
復
座
、
上
卿
披
見
、
次
上
卿
取
笏
被
目
予
、
々
置
笏
、
引
寄硯如
初
、

揖
起
座
、
不
顧
下
右
足

着
沓
者
故
実
也
、
又
一
揖
退
、
次
以
官
人
召
予
、
々
参
軾
、
被
奏
清
書
、
入
筥
、

予
取
之
、
付
内
侍
奏
聞
如
初
、
則
被
返
下
、
仰
云
、
御
覧
シ
ツ
、
次
予
退
、
召
外
記

給
除
目
、
便
被
仰
可
撤
硯
由
歟
、
六
位
外
記
参
進
撤
硯
退
、
次
上
卿
召
外
記
、
被
尋

警
固
諸
衛
具
否
歟
、
次
被
奏
賀
茂
祭
警
固
事
、
予
帰
出
、
仰
聞
食
由
、
次
以
官
人
召

外
記
被〻
召
諸
衛
歟
、
内
豎
近
代
不
参
、

以
外
記
召
之
、

次
蔵
人
橘
（
薄
（以
量
、
■参
小
庭
、
不
持
笏
、
上
卿
居
向
後

方
、
正
笏
仰
云
、
賀
茂
祭
セ
ン
ス
ル
カ
故
ニ
跡
ノ
マ
ヽ
ニ
固
、
又
マ
モ
リ
マ
ツ
レ
、

以
量
深
揖
退
、
次
橘
以
量
帯
弓
箭
参
進
、
少
揖
後
退
、
次
上
卿
撤
軾
退
出
、
暁
鐘
頗

催
、
忩
退
出
、
所
休
息
也
、

一
、 

公
卿
分
配
書
畢
後
、
欲
起
座
時
、
小上卿
折
紙
被
抛
之
者
、
予
取
之
清
書
、
以
上
取

副
笏
進
上
卿
前
、
可
校
申
者
、
云
早
速
、
就
便
宜
可
宜
歟
由
兼
雖
相
談
、
猶
如

右
可
然
由
有
教
命
、
然
者
小
折
紙
先
公
卿
分
配
以
前
可
下
也
、
如
何
、

　
　
　
小
折

〻

〻

一
、 

忠（白
川
（富朝
臣
遷
任
右
事
、
被
載
小
折
紙
、
雖
然
上
卿
召
外
記
仰
之
、
仍
不
及
清
書

儀
、

一
、
典
侍
必
書〻
叙
爵
分
書
之
者
例
也
、

　
太
政
官
謹
　
奏

　
　
左
馬
寮

　
　
　
允
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
ヽ
ヽ

　
　
　
　
　
　
享
徳
二
年
四
月
廿
日

　
勅
旨

　
　
内
侍
司

　
　
　
典
侍
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
衡
子

　
　
　
　
　
　
享
徳
二
年
四
月
廿
日

（
ア
キ
マ
マ
（
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「（
貼
継
紙
（

「（
裏
書
（
参
木
俄
不
参
間
、
予
為
弁
官
参
勤
了
、

密
々
後
日
清
書
返
遣
了
、

不
可
為
例
也
、

公
卿
分
配
享
徳
二
年
四
月
廿
日
」

可
勤
行
諸
祭
并
大
祓
・
国
忌
等
公
卿
事

　
正
月

　
　
八
日
女
王
禄

　
　
　
参
議
藤（甘
露
寺
（

原
朝
臣
親
長

　
　
十
七
日
射
礼

　
　
　
権
中
納
言
藤（西
園
寺
（

原
朝
臣
実
遠

　
　
　
参
議
源（中
院
（朝臣
通
秀

　
　
廿
五
日
国（鳥
羽
天
皇
ノ
母
藤
原
苡
子
（

忌

　
　
　
参
議
藤（阿
野
（原朝
臣
公
熙

　
二
月

　
　
釈
奠

　
　
　
権
大
納
言
藤（中
御
門
（

原
朝
臣
明
豊

　
　
　
権
中
納
言
藤（日
野
（原朝
臣
勝
光

　
　
　
参
議
藤（勧
修
寺
（
原
朝
臣
教
秀

　
　
春
日
祭

　
　
大
原
野
祭

　
　
　
権
大
納
言
藤（正
親
町
（

原
朝
臣
持
季

　
　
祈
年
祭

　
　
　
権
大
納
言
藤（花
山
院
（
原
朝
臣
定
嗣

　
　
園
韓
神
祭

　
　
　
権
中
納
言
藤（坊
城
（原朝
臣
俊
秀

　
三
月

　
　
十
七
日
国（桓
武
天
皇
（

忌

　
　
　
参
議
藤（園
（原
朝
臣
基
有

　
　
廿
一
日
国（仁
明
天
皇
（

忌

　
　
　
参
議
藤（橋
本
（原朝
臣
公
国

　
　
廿
四
日
尊
勝
寺
灌
頂

　
　
　
権
中
納
言
藤（月
輪
（原朝

臣
家
輔

　
　
　
参
議
源（木
造
（朝臣

教
親

　
　
観
音
院
灌
頂

　
　
　
権
中
納
言
藤（飛
鳥
井
（

原
朝
臣
雅
親

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
教
秀

　
四
月

　
　
平
野
祭

　
　
　
権
大
納
言
源（久
我
（朝臣
通
尚

　
　
梅
宮
祭

　
　
　
権
中
納
言
藤（正
親
町
三
条
（

原
朝
臣
公
綱

　
　
七
日
擬
階
奏

　
　
　
権
中
納
言
藤（九
条
（原朝
臣
成
家

　
　
吉
田
祭

　
　
　
権
大
納
言
藤（正
親
町
三
条
（

原
朝
臣
実
雅

　
　
賀
茂
祭
警
固

　
　
　
権
中
納
言
藤（葉
室
（原朝

臣
教
忠

　
　
同
解
陣

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
勝
光

　
六
月

　
　
十
日
御
躰
御
卜
奏

　
　
　
権
大
納
言
藤（今
出
川
（
原
朝
臣
教
季
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月
次
祭

　
　
　
権
大
納
言
藤（近
衛
（原朝
臣
教
基

　
　
廿
一
日
国（白
河
天
皇
ノ
母
藤
原
茂
子
（

忌

　
　
　
参
議
藤（正
親
町
（

原
朝
臣
公
澄

　
　
大
祓

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
基
有

　
七
月

　
　
十
八
日
国（後
嵯
峨
天
皇
ノ
母
源
通
子
（

忌

　
　
　
参
議
源
朝
臣
通
秀

　
八
月

　
　
釈
奠

　
　
　
権
大
納
言
藤（烏
丸
（原朝

臣
資
任

　
　
　
権
中
納
言
菅（東
坊
城
（
原
朝
臣
益
長

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
親
長

　
　
同
学
生
見
参

　
　
　
権
中
納
言
藤（柳
原
（原朝

臣
資
綱

　
　
十
五
日
放
生
会

　
　
十
六
日
駒
牽

　
　
　
権
大
納
言
藤（徳
大
寺
（
原
朝
臣
公
有

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
公
澄

　
　
廿
六
日
国（光
孝
天
皇
（

忌

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
教
秀

　
九
月

　
　
十
一
日
例
幣

　
　
廿
九
日
国（醍
醐
天
皇
（

忌

　
　
　
参
議
源
朝
臣
教
親

　
十
月

　
　
十
三
日
東
寺
灌
頂

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
俊
秀

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
公
国

　
十
一
月

　
　
一
日
御
暦
奏

　
　
　
権
中
納
言
菅
原
朝
臣
益
長

　
　
平
野
祭

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
雅
親

　
　
春
日
祭

　
　
梅
宮
祭

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
教
忠

　
　
吉
田
祭

　
　
　
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
教
季

　
　
大
原
野
祭

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
実
遠

　
　
園
韓
神
祭

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
家
輔

　
　
鎮
魂
祭

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
公
熙

　
　
東
宮
鎮
魂
祭

　
　
女
王
禄
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参
議
藤
原
朝
臣
公
澄

　
十
二
月

　
　
十
日
御
躰
御
卜
奏

　
　
　
権
大
納
言
源
朝
臣
通
尚

　
　
月
次
祭

　
　
　
権
大
納
言
源（足
利
義
政
（

朝
臣
義
成

　
　
十
五
日
最
勝
寺
灌
頂

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
公
綱

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
公
熙

　
　
廿
三
日
国（光
仁
天
皇
（

忌

　
　
　
参
議
源
朝
臣
通
秀

　
　
大
祓

　
　
　
参
議
藤
原
朝
臣
公
国

　
　
追
儺

　
　
　
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
定
嗣

　
　
　
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
資
綱

　
　
　
参
議
源
朝
臣
教
親

　
　
　
　
享
徳
二
年
四
月
廿
日
　
　
」

廿
二
日
、
晴
、
未
刻
計
夕
立
、
今
日
賀
茂
祭
也
、
奉
行
頭
中
将
雅（庭
田
（行朝

臣
、
予
午
半

刻
着
束
帯
、
小
雑
色
一
両
本
召
具
参
　
内
、
近
衛
使
忠
富
朝
臣
、
典
侍
房（四
条
（郷朝

臣
沙

汰
立
之
、
永
徳
比
沙
汰
立
例
云
々
、
毎
事
未
練
、
兼
日
相
尋
間
、
予
少
々
令
入
魂
、

方
々
指
南
之
、
使
申
下
刻
計
参
　
内
、
如
例
、
禄
頭
中
将
懸
之
、
勧
盃
蔵（勧
修
寺
経
茂
（

人
左
少
弁
、 

瓶
子
橘
以
量
也
、
事
終
予
忩
退
出
、
向
頭
中
将
宿
所
改
装
束
、
着
直
垂
参
　
室（足
利町

殿義政
（、
今
日
舞
御
覧
禄
等
事
有
御
習
礼
、
右（二
条
持
通
（

府
令
参
給
、
於
御
会
所
有
三
献
、
予
・
永（高

継倉（朝
臣
・
雅（飛
鳥
井
（
康
朝
臣
等
為
役
送
、
御
太
刀
銀
、
・
御
馬
等
右
府
被
進
歟
、
日（烏
丸
資
任
（

野
大
納

言
・
同（日
野
勝
光
（

中
納
言
為
御
請
伴
、
飛
鳥
井
中（雅
親
（納言

・
藤（高
倉
永
豊
カ
（

宰
相
等
傍
祗
候
、
三
献
後
御
退

出
、
人
々
御
太
刀
進
上
、
但
今
夜
参
仕
輩
計
也
、
予
太
刀
不
用
意
間
、
永
継
朝
臣
借

給
、
芳
志
至
也
、
於
小
御
所
進
上
畢
、
典
侍
入
夜
参
　
内
云
々
、
毎
事
不
事
行
、
珍

事
作
法
云
々
、
比
興
々
々
、
予
入
夜
退
出
、

廿
三
日
、
晴
、
賀
茂
祭
解
陣
也
、
上
卿
就
分
配
日
野
中
納
言
参
陣
、
諸
衛
頭
中
将
・

源（五
辻
、ノ
チ
ノ
泰
仲
（

政
仲
等
也
、
其
外
不
参
、
近
例
如
此
、
予
為
吉
書
参
陣
、
自
兼
日
黄（日
野
勝
光
（

門
被
相
語

了
、
其
儀
如
例
、

廿
八
日
、
早
朝
着
束
帯
参
　
内
、
今
日
有
関
白
　
宣
下
事
、
自
昨
日
可
申
沙
汰
由
被

仰
下
故
也
、
上
卿
菅（東
坊
城
益
長
（

中
納
言
、
弁
予
兼
行
畢
、
両
局
参
陣
、
但
宗（清
原
（
賢
依
歓
楽
不
参
、

権（中
原
康
富
（

大
外
記
参
陣
、

六
位

外
記
等
同
参
陣
、
上
卿
着
陣
、
奥
座
、
予
昇
参
木
座
末
、
就
上
卿
座
下
、
仰
云
、
右

大
臣
藤（二
条
持
通
（

原
朝
臣
可アツ
カ
リ
マ
ウ
シ
ス
ヘ
シ

関
白
万-

機キヲ詔
書
令
作
ヨ
、
以
関
白右大
臣
為
ス　レ

氏藤字
猶
可
然
、

長
者
、
上
卿
称

唯
、
予
経
本
路
退
、
次
上
卿
着
端
座
召
外〻官
記〻人
敷
軾
、
次
以
官
人
召
少（中
原
康
顕
（

内
記
、
大
内
記
不

参
為〻故

也
、
被
仰
詔
書
事
歟
、
康（中
原
（顕退
、
次
持
参
詔
書
草
、
上
卿
就
弓
場
奏
聞
、
予
出
逢
、

付
内
侍
奏
之
、
如
例
、
則
返
下
、
仰
、
令
清
書
ヨ
、
上
卿
給
少
内
記
、
少
内
記
自
懐

中
取
出
清
書
、
授
上
卿
、
々
々
取
之
、
奏
聞
如
初
、
被
書
御
画クワ、
廿
八
日〻
両

字
計
也
、
昼ヒノ御
座
出

御
、
近
比
御
無
沙
汰
也
、
則
被
返
下
、
予
給
之
、
下
上
卿
、
仰
、
御
覧
シ
ツ
、
上
卿

帰
着
陣
、
召
中
務
大
輔
、
給
詔
書
、
先
召
外
記
、
問
参
否〻否
、次

召
外
記
、
康（中
原
（富参

軾
、

被
下
知
藤
氏
長
者
事
、
次
召
弁
、
予
参
軾
、
上
卿
云
、
以
関白右
大
臣
為
藤
氏
長
者
、

予
起
軾
持
笏
着
床
子
座
、
揖
等
如
例
、
長（大
宮
（興宿
祢
動
座
、
予
顧
左
方
仰
云
、
以
関
白

右
大
臣
為
藤
氏
長
者
、
長
興
宿
祢
微
唯
、
予
揖
退
、
上
卿
撤
軾
退
出
、
■

抑
右
府
御
超
越
事
、
珍
事
次
第
也
、
左（鷹
司
房
平
（

府
雖
御
理
運⃞
不
及
沙
汰
、
驚
存
者
也
、
是
一

代
御
中
絶
故
歟
、
九（藤
原
師
輔
（

条
右
丞
相⃞
以
来
連
綿
事
也
、
但
御
超
越
例
、
於
嫡
家
者
勿
論
、

庶
流
之
御
儀
如
何
、
有
其
例
歟
、
不
打
任
事
也
、
此
間
左
府
以
内
々
被
申
　
室
町
殿

云
々
、
雖
然
無
其
実
、
凡
今
度
儀
公
家
御
沙
汰
分
也
、
有
子
細
、
為
之
如
何
、
去
々

年
歟
、
陽（近
衛
房
嗣
（

明
・
一（兼
良
（条殿
・
九（成
家
（条殿
等
一
■同
左
府
御
理
運
之
趣
被
申
了
、
有
申
沙
汰

ヲ〻
〻〻〻

兼（吉
田
、ノ
チ
ノ
兼
倶
（

敏
、
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仁
、
毎
事
可
存
忠
直
事
也
、
以
私
為
先
人
々
所
為
也
、
歎
無
其
詮
、
御
不
運
至
極
也〻歟
、

神
恩
如
何
、
可
恐
々
々
、
■何
雖
片
時
左
府
被
達
御
本
望
、
則
右
府
無
御
沙
汰
哉
、
然

已
左
府
称
念
院
殿
御
隠
居
云
々
、
自
陽
明
以
予
被
申
禁（後
花
園
天
皇
（

裏
、
有
　
勅
答
旨
、
左
府
御

進
退
事
等
、
以
大
膳
大
夫
入
道
密
々
申
入
畢
、
自
陽
明
後（近
衛
兼
嗣
（

六
条
殿
御
前
途
儀
、
後（近
衛
道
嗣
（

深

心
院
殿
御
申
詞
写
給
間
、
所
加
続
也
、
前（一
条
兼
良
（

殿
御
冷
然
云
々
、
尤
御
事
也
、
凡
彼
御
家

門
御
躰
近
年
殊
散
々
御
事
也
、
不
思
儀
〔
議
〕輩
参
候
間
、
御
冷
〔
零
ヵ
〕落
基
、
歎
存
之
、
莫

言
々
々
、

「（
貼
継
紙
（

「（
端
裏
書
（

詔
書
案
在内
記（
唐
橋
（

治
朝
臣
注
給
、」 

詔
、
経
天
緯
地
之
明
君
、
必
得
賢
佐
、
以
合
徳
導
俗
、
宣
風
之
聖
主
、
猶
通
耳
目
、

以
正
心
、
況
顧
庸
昧
之
身
、
蓋
頼
良
弼
之
力
、
右
大
臣
藤
原
朝
臣
、
英
名
高
伝
巌
、

多
才
協
周
世
、
誠
是
国
之
冠
冕
、
朕
之
股
肱
、
夫
万
機
巨
細
、
百
官
総
己
、
皆
先
関

白
、
然
後
奏
下
一
如
旧
典
、
庶
随
一
匡
之
緝
煕
、
将
致〻致
無
為
之
絬
紀
、
告
遐
邇
俾
知

朕
意
、
主
者
施
行
、

　
　
　
　
享
徳
二
年
四
月
　
　
日
」

「（
貼
継
紙
（

詔（称
光
天
皇
（

、
殷
湯（湯

王
（開帝
功
也
、
求
良（伊
尹
（弼於

伝
野
之
雲
、
周
文（文
王
（基王

業
也
、
得
賢（太
公
望
呂
尚
（

佐
於
渭
浜
之

月
、
聖
人
猶
仮
舟
檝
之
力
、
眇
身
蓋
頼
股
肱
之
資
、
左
大
臣
藤（二
条
持
基
（

原
朝
臣
、
用
柄
徳
備

兮
、
尤
堪
理
民
之
才
、
負
鼎
任
重
兮
、
自
合
和
羹
之
器
、
夫
万
機
巨
細
、
百
官
総

己
、
皆
先
関
白
於
左
大
臣
、
然
後
奏
下
一
如
旧
典
、
庶
続
大
麓
赫
々
之
跡
、
須
達
四

門
穆
々
之
聡
、
布
告
遐
邇
令
知
朕
意
、
主
者
施
行
、

　
　
　
　
応
永
卅
一
年
四
月
　
　
日
」

「（
貼
継
紙
（

「（
端
裏
書
（

後
深
心
院
殿
御
書
案
、
後
六
条
殿
御
前
途
之
時
、」

執
政
事
、
内（近
衛
兼
嗣
（

大
臣
相
当
理
運
候
、
右（二
条
師
嗣
（

大
臣
雖
有
上
首
号
、
普（近
衛
基
通
（

賢
（
治
承
三
年
（
寺
関
白
超
越
月
輪
関

（
九
条
兼
実
（

白
以
来
、
正（二
年
（応浄（近
衛
家
基
（

妙
寺
関
白
超
報（九
条
忠
教
（

恩
院
関
白
蒙
詔
了
、
尤
公
私
之
佳
例
候
、
元（二
年
（徳故

堀（近
衛
経
忠
（

河
関
白
以
嫡
家
之
号
超
越
後（鷹
司
冬
教
（

円
光
院
関
白
候
、
已
以
連
綿
之
儀
候
歟
、
況
亦
於
右

大
臣
者
庶
流
之
末
子
候
、
頗
非
同
日
之
論
候
、
任
正
応
之
佳
例
御
沙
汰
候
之
様
、
殊

可
令
奏
達
給
、
謹
言
、

　
　
　
　
正
月
十
九
日
　
　
　
　
御（近
衛
道
嗣
（

判

　
日（柳
原
忠
光
（

野
大
納
言
殿
」

共〻
参
御
所
、
為〻
被
仰
下
云
、
氏（日
野
（光可

被
補
夕
郎
、
昨
日
日
次
可
下
知
由
被
仰
下
間
、

則
下
知
極（五

辻
政
仲
（

臈
、

　
其
躰
、

右
少
弁
藤
原
氏
光
所
被
補
五
位
蔵
人
也
、
可
被
下
知
之
状
如
件
、

　
　
　
　
四
月
廿
七
日
　
　
　
　
左（広
橋
綱
光
（

中
弁
判

　
蔵（五
辻
政
仲
（

人
式
部
丞
殿

綱
光
五
位
蔵
人
之
時
分
配
公
事
、
可
令
申
沙
汰
給
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
四
月
廿
七〻八
日〻日
　
　
　
　
左
中
弁
ゝ
ゝ

　
謹
上
　
蔵（日

野
氏
光
（

人
右
少
弁
殿

頃
之
予
退
出
、
入
夜
参
　
内
、
依
別
殿
　
行
幸
也
、
奉
行
蔵
人
左
少
弁
経
茂
、
予
候

御
簾
、
頭
中
将
候
御
剣
、
実（清
水
谷
（
久
朝
臣
等
取
指
燭
、
半
更
程
還
幸
、
抑
別
当
局
此
間
依

歓嘉楽
門
院
（

楽
被
退
出
、
告
申
入
云
、
以
外
也
、
今
分
今
夜
事
歟
云
々
、
仍
公
私
仰
天
、
盛（丹
波
（長

卿
召
寄
被
遣
之
、
宮
御
方
御
進
退
等
事
、
万
里
少
路
前（時
房
（内府

等
被
仰
談
畢
、
左（万
里
小
路

衛
門

督冬房
（・
左（甘
露
寺
親
長
（

大
弁
宰
相
等
祗
候
、

廿
九
日
、
秉
燭
程
、
以
日
野
中
納
言
自
　
室
町
殿
左
府
被
申
云
、
今
度
儀
禁
裏
御
沙

汰
也
、
但
明
年
除
目
以
後
必
可
有
御
沙
汰
、
秋
大
将
御
拝
賀
、
毎
度
右
府
為
御
嘉

例
、
其
時
又
有
御
還
府〻付
云
々
、
勅
書
持
参
云
々
、
雖
無
其
詮
歟
、
先
以
珍
重
々
々
、

則
家（鷹
門司房
平
（
可
有
御
帰
之
処
、
無
正
躰
輩
共
祗
候
、
申
異
儀
由
、
密
大
膳
大
夫
入
道
条
々

相
語
、
言
語
道
断
次
第
也
、
依
是
有
珍
事
出
来
者
、
無
力
次
第
也
、
条
々
内
々
指
南

申
入
了
、

「（
貼
継
紙
（

不
審
間
、
康
富
相
尋
先
例
、
続
加
者
也
、

　
　「（

別
筆
（
超
上
臈
為
関
白
例
、

一
音
院
殿
忠（九
条
（
家
公
、

（
和
気
郷
子
、
ノ
チ
ノ

（
成
仁
王
、
ノ
チ
ノ
後
土
御
門
天
皇
（
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文
永
十
年
五
月
五
日
、
為
関
白
氏
長
者
、
于
時
前
右
大
臣
正
二
位
、
御
年
四
十
五
、

建
長
四
年
以
来
御
籠
居
、

　
　
超
後
光
明
峯
寺
左
大
臣
殿
、
家（一
条
（
経
公
、
従
一
位
、
超
前
右
大
臣
忠
家
、

御
年
廿
六
、

　
　
同
十
一
年
六
月
廿
日
、
止
摂
政
、
忠
家
公
、
後
光
明
峯
寺
殿
家
経
、
為
摂
政
、

高
山
寺
殿
家（近
衛
（
基
公
、

　
正
応
二
年
四
月
十
三
日
、
為
関
白
、
于
時
右
大
臣
従
一
位
、

御
年
廿
九
、　
　
　
　

超
報
恩
院忠家
御
子
也
、

左
大
臣
殿
、 

　
忠（九
条
（

教
公
、
従
一
、

御
年
四
十
二
、

　
　
同
四
年
五
月
廿
七
日
、
止
関
白
、
家
基
、
報
恩忠教
―
、

院
殿
為
関
白
、

後
猪
熊
殿
経（近
衛
（

忠
公
、

　
元
徳
二
年
正
月
廿
六
日
、
為
関
白
、
于
時
右
大
臣
正
二
、

御
年
廿
七
、　
　

超
後
円
光
院
左
大
臣
殿
、 

　
冬（鷹
司
（
教
公
、
一
上
、

御
年
卅
六
、

　
　
同
年
八
月
廿
五
日
、
止
関
白
、
経
忠
公
、
後
円
光
院
殿
冬
教
、
為
関
白
、

　
　
一
代
中
絶
後
為
関
白
例
、

謙（藤
原
伊
尹
（

徳
公
・
忠（藤
原
兼
通
（

義
公
・
法（藤
原
兼
家
（

興
院
殿
以
上
三
人
為

関
白
、

　
　
以
上
九
条
右
大
臣
殿
師（藤
原
（

輔
公
、

不
経
摂
関
、
御
子
也
、

芬
陀
利
華
院
殿
為
関
白
、

　
　
右
棲
心
院
内
大
臣
殿
内（一
条
（
実
公
、

不
経
摂
関
、
御
子
也
、

後
岡
屋
殿
基（近
衛
（
嗣
公
、
為
関
白
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